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令和5年度石岡市人権啓発等事業費補助金交付について|－ － ‐1

このことについて、次のとおり 交付決定 してよろしいでしょうか。

1．補助事業の目的 人権及び同和問題の解決に寄与すること目的とする。

2．対象団体 l

'3．補助金額 582，000円

4．交付予定日 令和5年5月末まで
、

5．概算払いの理由 収入のうち補助金の割合が高く、年間を通じて円滑な事業の実施を図るため
1
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電子決裁用紙

明 細 番号| 20230405801
令和5年度石岡市人権啓発等事業費補助金交付について｜
■■

’
件 名

保健福祉部社会福祉課

起 案 者

平松優里
0

起案日｜令和5年4月6日 |決裁ロ’ 令和 5年 4月24日決 裁 日
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③ 公印保管者（総務課）合議 総務部総務課
|､<乙ソ’

4

③ 部長 金井悟

次長 塚本聡明

部長 佐谷戸美紀

次長 武川俊郎

保健福祉部

保健福祉部

合議 財務部

合議 財務部

②

③

②
■

③ 財務部財政課 課長 関努

③ 財務部財政課 課長補佐 鈴木俊彦

財務部財政課 係長 川又範英③↑
回
覧
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② 会計管理者 会計管理者 鈴木隆之
､ 『

③ 会計課 課長 吉田郁夫

③ 会計課 課長補佐 内田崇

参事／副部 廣瀬義人保健福祉部 長級③

② 保健福祉部社会福祉課 課長 荒張卓也

③ 保健福祉部社会福祉課 係長 大林勉
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様式第2号（第6条関係）

石岡市指令保第856号

令和5年4月24日

’ |〆

石岡市長 谷島 洋司

人権啓発等事業費補助金交付決定通知書

令和5年4月6日付けで申請のあった人権啓発等事業費補助金については,次のとお
り決定したので,令和5年度石岡市人権啓発等事業費補助金交付要綱第6条の規定によ
り通知します。

6

記

1 補助金交付決定額 金 582, 000 円

2 交付の条件

（1） 補助金は，その目的以外に使用してはならない。

（2） 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更（市長が定める

軽微な変更を除く。）し，又は補助事業等を中止し，若しくは廃止しようとす
る場合においては，あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。

（3） 補助事業等が予定に期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難と
なった場合においては，速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

（4） 補助事業完了後，別に定める様式により補助事業等実績報告書をその定める
期日までに市長に提出すること。

（5） 令和5年度石岡市人権啓発等事業費補助金交付要綱を尊重して，遅滞なく手
続き等を行うこと。

（6） 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し,若しくは法令又
はそれに基づく市長の処分に違反したときは,､補助金の全部又は一部を返還じ
なければならないこと。
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様式第1号

令和5年4月 6日

石岡市長 谷島 洋司 殿

住・所

団体名
代表者
役職氏名
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人権啓発等事業費補助金交付申請書G ■

令和5年度石岡市人権啓発等事業費補助金交付要綱第5条の規定により，補助金の交付につい
て，関係書類を添えて申請します。 ，

記
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1 補助金交付申請額 金582, 000円

2 事業の目的
啓発事業，学習事業，研修事業，相談事業を実施することによ
り；地域住民の生活の安定と福祉の向上を図り，人権及び同和司頁圃雷 へ と冠q－L〃－ －－．． ．ー‐。
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(1)事業計画書 I

(2) 収支予算書
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1 事業計画書

令和5年’4月｜’
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中央本部及び県連合会主催の各種研修会へ参加する。
相談員による巡回指導・相談等を実施する。
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2 収支予算書
ロ

収入の部

単位：円
｡

』 ＝

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 付記項目

■ ’会費 30,000 30,000 0

0 1

補助金 市補助金582,000 582,000 0
ロ

1 1 1

負担金 支部長負担金20,.000 20,000 0

雑収入 利子等1,000 1,000 0

| 計 633,000633,000 0

支出の部

単位：円
1 1 。

前年度予算額 比較増減 補助充当額本年度予算額 付記項目

総会h支部役員会会議費 15，00015，000 0
合 ■ m B

相談員活動費活動費 360,000360,000 0 360,000
､ ﾛ ､ ■ ｡

研修費等参加費対策費 230,000 0 222, 000230,000

慶弔費 5,000 5,000 0

県連負担金諸負担金 20, 000 20,000 0
● ロ ﾛ

事務用品費事務費 3,000 3,000 0

0

1 ● I

計 633,000 0 582,000633,000
~ ﾛ ■

O I I

各科目間の流用はできるものとする。
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【決裁】 決裁用紙
20230405826
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収受令和5年4月7日 公開・非公開の区分

公開

保存期限 文書番号廃棄年度(年）

令和11年度
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Ｕ
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I

決裁令和5年4月21日 ガイド 18:社会福祉課-46:人権共通-04:団体補助金

個別ﾌｫﾙﾀﾞR5 補助金交付申請書等

発送年月日

令和 年 月 日施行令和 年 月 日

(合議）

指示事項（決裁､ 合議に際しての意見）U
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別紙参照
宛先 発信者
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件名

令和5年度石岡市人権啓発等事業費補助金交付についてI ’

4

このことについて、次のとおり 交付決定 してよろしいでしょうか。

1．補助事業の目的 人権及び同和問題の解決に寄与すること目的とする。

2．対象団体 一一可

3．補助金額 846, 000円

4．交付予定日 令和5年5月末まで

5．概算払いの理由 収入のうち補助金の割合が高く、年間を通じて円滑な事業の実施を図るため
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電子決裁用紙

20230405826明 細 番 号

件 名|苗5年度石岡市人権啓発等事業費補助金交付について
’

保健福祉部社会福祉課

平松優里

ぴ

起 案 者

I決裁。’令和 5年 4月 7日起 案 日 令和 5年 4月21日

｡

③ 公印保管者（総務課）合議 総務部総務課

号

③ 保健福祉部 部長 金井悟

③ '保健福祉部 塚本聡明次長

② 合議 財務部 部長 佐谷戸美紀

② 武川俊郎合議 財務部 次長

③ 合議 財務部財政課 関努課長

③ 課長補佐 鈴木俊彦合議 財務部財政課

③ 合議 財務部財政課 川又範英係長↑
回
覧
順 ③ 合議 会計管理者 会計管理者 鈴木隆之

③ 吉田郁夫合議 会計課 課長

③ 課長補佐 内田崇合議 会計課

参事／副部 廣瀬義人
長級③ 保健福祉部

③ 保健福祉部社会福祉課 課長 荒張卓也

③ 大林勉保健福祉部社会福祉課 係長
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様式第2号（第6条関係）

石岡市指令保第857号

令和5年4月21日

I ’ 様

石岡市長 谷島 洋司

人権啓発等事業費補助金交付決定通知書

令和5年4月7日付けで申請のあった人権啓発等事業費補助金については,次のとお

り決定したので,令和5年度石岡市人権啓発等事業費補助金交付要綱第6条の規定によ

り通知します。

記

1 補助金交付決定額 金 846,0 00円

2 交付の条件

（1） 補助金は，その目的以外に使用してはならない6

（2） 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更（市長が定める

軽微な変更を除く。）し，又は補助事業等を中止し，若しくは廃止しようとす

る場合においては，あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。

（3） 補助事業等が予定に期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難と

なった場合においては，速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

（4） 補助事業完了後，別に定める様式により補助事業等実績報告書をその定める

期日までに市長に提出すること。

（5） 令和5年度石岡市人権啓発等事業費補助金交付要綱を尊重して，遅滞なく手

続き等を行うこと。

（6） 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し，若しくは法令又

はそれに基づく市長の処分に違反したときは,補助金の全部又は一部を返還し

なければならないこと。
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蛾溺様式第1号

令和5年4月 7日

石岡市長 谷島 洋司 殿

申 請 者

住 所
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役職氏名
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人権啓発等事業費補助金交付申請書

・令和5年度石岡市人権啓発等事業費補助金交付要綱第5条の規定により、補助

金の交付について，関係書類を添えて申請しますb

記

1 補助金交付申請額
リ

846, 000円

2 事業の目的 啓発・学習・研修･相談事業等を実施することにより，地域住

民の生活の安定と福祉の向上を図り、人権､ 特に同和問題の

．解決に努める。

ｂ
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3 添付書類
q

（1）事業計画書

（2）収支予算書
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1 事業計画書

令和5年 4月｜’

■ ◆
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12月

封

令和6年 ’1月

’
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■
中央本部及び県連合会主催の各種研修会へ参加する。
相談員による巡回指導・相談等を実施する。
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(2 ） 収支予算書

収入の部

項 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 付 記

’’

〈
云

費 40,000 40,000 0

補助金 市補助金846,000 846,000 0

TI

繰越金 0 0 0

ー ■ ﾛ

雑収入 利子等14，000 14,000 0
。 I 』

計 900,000 900,.000 0
心 Ⅱ

刃

支出の部

本年度予算額項 目 前年度予算額 比較 補助充当額 付 記

会議費 総会・支部役員会10，000 10, 000 0 0
1 1 ｛ I ，．

ロ 。 ■
｡

活動費 相談員活動費480,000 480,000 0 480,000
■ ●

ﾛ ﾛ ● ■ β

対策費 研修費等参加費370,000 370,000 0 366,000
I ， ’○

慶弔費 香料等5,000 5,000 0 0

諸負担金 県連負担金30,000 30,000 0 0

事務費 事務用品5,000 5,000 0 0

ｂ
句

1 1 1

計 900,000 900,000 0 846,000
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各科目間の流用はできるものとする。
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